
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（１）地域医療介護総合確保基金による医療・介護提供体制改革【一部新規】（社会

保障の充実）（後掲・介護分４２ページ参照）        １，０８５億円（６０２億円） 
地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業を支援するため、都道府県

に設置される医療介護総合確保推進法に基づく基金（地域医療介護総合確保基金）の

財源を確保する。 

内訳）医療分：公費９０４億円（国費６０２億円、地方３０１億円） 

介護分：公費７２４億円（国費４８３億円、地方２４１億円） 

※平成 27年度から新たに介護分を実施 

 

（２）地域包括ケアの着実な推進          ２兆７，６３２億円（２兆７，０３１億円） 

①介護保険制度による介護サービスの確保【一部新規】（一部社会保障の充実）（後掲・４２

ページ参照）                          ２兆７，１０９億円（２兆６，８９９億

円） 

 
②認知症高齢者等にやさしい地域づくりのための施策の推進【一部新規】（一部社会保障の

充実）（後掲・４４ページ参照）                          ４８億円（３６億円） 

 
③地域での介護基盤の整備【一部新規】（一部社会保障の充実）（後掲・４５ページ参照）                                          

４３２億円（３４億円） 

 

 

④介護・医療関連情報の「見える化」の推進（後掲・４６ページ参照）    １．９億円（４億円） 

 
⑤低所得の高齢者等の住まい・生活支援の推進（後掲・４６ページ参照） 

１．１億円（１．２億円） 

第３ 安心で質の高い医療・介護サービスの提供 

１ 医療・介護連携の推進     ２兆８，２９４億円（２兆７，６３４億円） 

 

          

 

 

団塊の世代が 75 歳以上となり、医療・介護等の需要の急増が予想される 2025 年に向け、

医療・介護サービス提供体制の改革を本格的に進めるため、地域医療介護総合確保基金に

よる事業や平成 27 年度介護報酬改定による介護職員の処遇改善、認知症施策などを推進

する。 

また、医療分野の研究開発を促進することなどにより革新的な医療技術の実用化を推進

し、あわせて医療関連産業の国際競争力を向上させるとともに、予防・健康管理の推進など

により、国民の健康寿命の延伸を目指す。 
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⑥適切な介護サービス提供に向けた取組の支援【一部新規】（後掲・４７ページ参照） 

６７億円（７４億円） 

 
（３）地域における医療・介護の連携強化の調査研究【新規】        ３８百万円 

退院等により医療保険から介護保険へ移行した患者等について、医療と介護の両レ

セプトの分析等を通じて実態を把握するとともに、今後必要となる医療・介護サービ

スの在り方について、課題の把握・分析を行う。また、医療・介護の連携が効率的に

実施されている先進事例について、都市部や過疎地域など、地域資源の実情に応じた

より実践的なモデルを作成し、提示する。 

 

 

 

 

 

（１）地域医療確保対策  ４５億円及び医療提供体制推進事業費補助金１３４億円の内数 

（３９億円及び医療提供体制推進事業費補助金１５１億円の内数） 

①地域医療構想作成のための研修の実施【新規】                   １１百万円 

都道府県が実効性のある地域医療構想（ビジョン）を作成できるよう、都道府県

庁において全体を統括する者等を対象とした研修を実施する。 

 

②女性医師が働きやすい環境の整備【新規】                      ２１百万円 

女性医師がキャリアと家庭を両立できるよう、女性医師支援の先駆的な取組を行

う医療機関を「女性医師キャリア支援モデル推進医療機関」に位置づけ、「効果的支

援策モデル」の普及啓発活動を行うなど、女性医師が働きやすい環境を整備する。 

 

③専門医に関する新たな仕組みの構築に向けた支援             ３億円（３．４億円） 

医師の質の一層の向上を図ることなどを目的とする専門医に関する新たな仕組み

が円滑に構築されるよう、総合診療専門医や小児科、救急等の専門医で地域医療に

配慮した養成プログラムの作成支援等を行う。 

 

④歯科保健医療対策の推進                                 ２．５億円 

（１．１億円及び医療提供体制推進事業費補助金１５１億円の内数） 

生涯を通じて国民が健康で質の高い生活を営むために、各地域における歯科保健

医療対策に関する取組が一層推進されるよう、8020 運動及び口腔保健の推進に係る

事業を支援する。 

 

 

２ 医療提供体制の機能強化            ３４９億円（３８９億円） 
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⑤特定行為に係る看護師の研修制度の実施に向けた取組【一部新規】 

２．７億円（３９百万円） 

特定行為に係る看護師の研修制度の実施に向け、指定研修機関の確保、指定研修

修了者の計画的な養成、指導者育成に対する支援等を行う。 

 

⑥医療事故調査制度の実施【新規】                             ５．４億円 

医療事故調査結果を収集・分析し、再発防止のための普及啓発等を行うことによ

り医療の安全の確保に資する民間の第三者機関（医療事故調査・支援センター）の

運営等に必要な経費を支援する。 

 

⑦死因究明の推進【一部新規】                        １．７億円（１．５億円） 

死因究明等推進計画（平成 26 年６月 13 日閣議決定）に基づき、検案する医師の

資質向上や死亡時画像診断の活用を含めた死因究明の充実を図る。 

 
（２）救急・周産期医療などの体制整備  ４５億円、医療提供体制推進事業費補助金１３４億円の内数、医

療提供体制施設整備交付金２５億円及び国立病院機構運営費交付金１６６億円の内数 

（５０億円、医療提供体制推進事業費補助金１５１億円の内数及び医療提供体制施設整備交付金３０億円の内数） 

①救急医療体制の整備【一部新規】 ４．２億円及び医療提供体制推進事業費補助金１３４億円の内数 

（８．５億円及び医療提供体制推進事業費補助金１５１億円の内数） 

救急医療体制の整備を図るため、重篤な救急患者を 24時間体制で受け入れる救命

救急センターなどへ財政支援を行う。 

 

②ドクターヘリの導入促進                                  ５０億円※ 

（７百万円及び医療提供体制推進事業費補助金１５１億円の内数） 

※７百万円及び医療提供体制推進事業費補助金１３４億円の内数となる 

地域において必要な救急医療が適時適切に提供できる体制の構築を目指し、早期

の治療開始、迅速な搬送を可能とするドクターヘリの運航体制を拡充する。 

 

③周産期医療体制の整備   ７５百万円及び医療提供体制推進事業費補助金１３４億円の内数 

（７５百万円及び医療提供体制推進事業費補助金１５１億円の内数） 

地域で安心して産み育てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期母子

医療センターやそれを支える地域周産期母子医療センターの新生児集中治療管理室

（NICU）、母体・胎児集中治療室（MFICU）等へ必要な支援を行う。 

 

 

 

 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○  小児・周産期医療の充実のための医療機器等の整備         ３０億円 

小児医療施設及び周産期医療施設の医療機器等の整備を行い、地域で安心して子ど

もを産み育てることができる医療等の確保を図る。 
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④へき地保健医療対策の推進                            ３８億円（３８億円） 

へき地・離島での医療提供体制の確保を図るため、総合的な企画・調整を行うへ

き地医療支援機構の運営や、へき地診療所への代診医の派遣、無医地区等で巡回診

療を行うへき地医療拠点病院の運営等について必要な支援を行う。 

 

⑤災害医療体制の充実【一部新規】                              ８億円※ 

（２．２億円、医療提供体制推進事業費補助金１５１億円の内数及び医療提供体制施設整備交付金３０億円の内数） 

※２．５億円、医療提供体制推進事業費補助金１３４億円の内数、医療提供体制施設整備交付金２５億円の内数及び国立

病院機構運営費交付金１６６億円の内数となる 

ア 災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣調整等を行う DMAT 事務局の強化や DMAT に

関する研修を実施することにより災害医療体制の充実を図る。 

 

イ 東日本大震災や今後、発生が想定される南海トラフ地震等を踏まえ、未耐震の

災害拠点病院や救命救急センター等の耐震整備等を行う。 

 

ウ 国立病院機構において、災害時の医療を確実に実施するため、初動医療班の派

遣体制の整備等を行い、災害医療体制の強化・充実を図る。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
（１）各医療保険制度などに関する医療費国庫負担 

                           １１兆１，６３１億円（１０兆８，３７３億円） 

各医療保険制度などに関する医療費国庫負担に要する経費を確保し、その円滑な実

施を図る。 

 

（２）国民健康保険への財政支援の拡充【新規】（社会保障の充実）（一部再掲）           

                                           １，０３２億円 

３ 安定的で持続可能な医療保険制度の運営の確保 

１１兆１，９３９億円（１０兆８，６３８億円） 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 医療施設、介護施設等の防災対策の推進                    ２５８億円 

医療施設、介護施設等における防災対策を推進するため、有床診療所、介護施設等

におけるスプリンクラー等の設置及び災害拠点病院、看護師・准看護師等の養成所、介

護施設等の耐震化に要する費用に対して補助を行う。 
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①国民健康保険への財政支援の拡充                            ８３２億円 

低所得の加入者が多く、所得に占める保険料の負担が重いといった国民健康保険が

抱える財政上の構造的な問題に対処すべく、保険料の軽減対象となる低所得者数に応

じた保険者への財政支援の拡充を行う。 

（参考）低所得者数に応じ保険料額の一定割合を公費（国：２、都道府県：１、市町

村：１）で支援。地方負担分を含めると合計１，６６４億円。 

 

②国民健康保険の財政安定化基金の創設                           ２００億円 

平成 27年の通常国会に提出予定の医療保険制度改革法案における改革の一環とし

て、国民健康保険において、予期しない給付増等により財源不足となった場合に備え、

国民健康保険の財政運営を担う都道府県に財政安定化基金を創設する。 

 

（３）被用者保険の拠出金に対する支援             ３０８億円（２６５億円） 
被用者保険者の後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、制度

の持続可能性を確保する観点から、総報酬割部分を段階的に拡大することとし、平成

27年度は２分の１に引き上げる。 

また、被用者保険者の負担が増加する中で、平成 27年度から高齢者医療運営円滑化

等補助金を段階的に拡充し、前期高齢者納付金の拠出金負担が重い被用者保険者の負

担を軽減する。 

 

 

（４）協会けんぽの国庫補助割合等について（一部再掲）      

                                 ９，９４８億円（１兆１８９億円） 

協会けんぽに対する財政特例措置が平成 26年度末で期限切れとなるため、協会けん

ぽに対する国庫補助を安定化するとともに、経済情勢等により、協会けんぽの準備金

残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合に、その超過分に対する特例措置を

講じる。 

・ 協会けんぽの保険給付費等に係る国庫補助率を「当分の間 13％」としていたが、

これを「当分の間 16.4％」とする。 

・ その上で、平成 27 年度については、法定準備金を超える準備金の一定額のうち

16.4％相当を国庫補助額から削減する。 

・ また、経済情勢等により、協会けんぽが保険料率を引き上げる場合は、他の被用

者保険の保険料率の動向等を踏まえ、国庫補助率の見直しを検討し、必要な措置を

講じる旨の規定を整備する。 
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（１）地域医療介護総合確保基金（介護分）の実施【新規】（社会保障の充実）                  

４８３億円 

平成 26年６月に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県に設置した地

域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等の整備を進めるほか、介護人材の確保に

向けて必要な事業を支援する。 

 

①介護施設等の整備に関する事業                             ４２３億円 

 地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービスの施設整備に必要な経費

や、介護施設（広域型を含む）の開設準備等に必要な経費、特養多床室のプライバ

シー保護のための改修など介護サービスの改善を図るための改修等に必要な経費の

助成を行う。 

 

②介護従事者の確保に関する事業                              ６０億円 

 多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善の観点から、介護従事

者の確保対策を推進する。 

 

（２）介護保険制度による介護サービスの確保【一部新規】（一部社会保障の充実）                             

２兆７，１０９億円（２兆６，８９９億円） 

 

①介護保険制度による介護サービスの確保【一部新規】（一部社会保障の充実）       

２兆６，２０１億円（２兆６，２０１億円） 

地域包括ケアシステムの実現に向け、介護を必要とする高齢者の増加に伴い、在

宅サービス、施設サービス等の増加に必要な経費を確保する。 

また、平成 27 年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善、物価の動向、

介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、▲２．２７％の改定率と

する。 

改定率▲２．２７％（処遇改善：＋１．６５％、介護サービスの充実：＋０．５

６％、その他：▲４．４８％） 

 

（改定の方向） 

・ 中重度の要介護者や認知症高齢者になったとしても、「住み慣れた地域で

自分らしい生活を続けられるようにする」という地域包括ケアシステムの基

４ 安心で質の高い介護サービスの確保    

２兆７，７６７億円（２兆７，１０７億円） 
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本的な考え方を実現するため、引き続き、在宅生活を支援するためのサービ

スの充実を図る。 

・ 今後も増大する介護ニーズへの対応や質の高い介護サービスを確保する観

点から、介護職員の安定的な確保を図るとともに、更なる資質向上への取組

を推進する。 

・ 介護保険制度の持続可能性を高め、より効果的かつ効率的なサービスを提

供するため、必要なサービス評価の適正化や規制緩和等を進める。 

 

②地域支援事業の充実【一部新規】（一部社会保障の充実）      ７９８億円（６９８億円） 

ア 新しい介護予防・日常生活支援総合事業を段階的に実施するとともに、地域包

括支援センターの実施体制の確保等を行う。     ６８０億円（６７６億円） 

※26 年度予算の金額については、介護予防給付からの 27 年度移行分見合いの

56億円を含む。 

 

イ また、平成 26 年度から実施している以下の取組について、箇所数の増を図る。

（社会保障の充実）                 ８２億円（２２億円） 

 

（ⅰ）認知症施策の推進                             ２８億円（１７億円） 

初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断・早期対応や地域支援推進

員による相談対応等を行い、認知症の人本人の意思が尊重され、できる限り住み

慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる地域の構築を推進

する。 

・認知症初期集中支援推進事業（100箇所→316箇所） 

・認知症地域支援・ケア向上推進事業（470箇所→580箇所） 

 

（ⅱ）生活支援の充実・強化                            ５４億円（５億円） 

生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置等により、担い手やサービス

の開発等を行い、高齢者の社会参加及び生活支援の充実を推進する。 

・第１層【市町村の区域で担い手やサービスの資源開発中心】（1/5 程度の市町

村で実施→全市町村で実施） 

・第２層【日常生活圏域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開】（新たに

日常生活圏域の 1/6程度で実施） 

 

ウ さらに、平成 27年度から新たに以下の取組を実施する。【新規】（社会保障の充

実）                               ３７億円 

（ⅲ）在宅医療・介護連携の推進                              １３億円 

地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を

行い、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進する。 
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     ・市町村単位（新たに 1/6程度の市町村で実施） 

 

 

（ⅳ）地域ケア会議の開催                                  ２４億円 

地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、

地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。 

・地域ケア個別会議【地域包括支援センター単位】（新たに全地域包括支援センターで実施） 

・地域ケア推進会議【市町村単位】（新たに全市町村で実施） 

 

③介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化【新規】（社会保障の充実）     １１０億円 

介護保険の１号保険料について、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、

低所得の高齢者の保険料の軽減を強化する。 

平成 27年４月からは、第一弾として、特に所得の低い者に対して実施（新第１段

階について、保険料基準額に対する割合を 0.5から 0.45とし、平成 29年４月の消

費税率引上げ時からは、完全実施する）。 

 

（３）認知症高齢者等にやさしい地域づくりのための施策の推進【一部新規】（一部

社会保障の充実）（一部再掲）                   ４８億円（３６億円） 

「認知症施策推進５か年計画」（オレンジプラン）を改め、新たな総合戦略を関係省

庁と共同で策定し、早期診断・早期対応を軸とした、認知症の容態に応じた切れ目の

ない適時・適切な医療・介護等の提供が図られる仕組みを構築するなど、認知症高齢

者等にやさしい地域づくりを推進する。 

 

①認知症に係る地域支援事業の充実（社会保障の充実）（再掲・４３ページ参照） 

                                             ２８億円（１７億円） 

以下の事業について、介護保険制度の地域支援事業に位置づけて安定的な財源を

確保し、市町村の取組を支援する。 

 

ア 認知症初期集中支援推進事業                     １３億円（４．１億円） 

「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センター、認知症疾患医療セン

ター等に設置し、認知症専門医の指導の下、保健師、介護福祉士等の専門職が、認

知症の人やその家族に対して、初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサ

ポートを実施する。（100箇所→316箇所） 

 

イ 認知症地域支援・ケア向上推進事業                   １５億円（１２億円） 

認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、 

・ 市町村ごとに、認知症疾患医療センター等の医療機関、介護サービス事業

所や地域の支援機関の間の連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談
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業務等を行う認知症地域支援推進員を設置し、 

・ 地域の実情に応じて、一般病院・介護保険施設などでの認知症対応力の向

上、認知症ケアに携わる多職種の協働研修、認知症グループホームなどでの

在宅生活継続のための相談・支援及び家族教室や認知症カフェ等の取組を推

進する。（470箇所→580箇所） 

 

②認知症施策の総合的な取組                           １３億円（１２億円） 

ア 認知症疾患医療センターの整備の促進               ６．４億円（５．５億円） 

認知症の人とその家族に対する早期診断や早期対応を行うため、認知症の専門

医療機関である認知症疾患医療センターの整備の促進を図る（300箇所→366箇所）。 

 

イ 若年性認知症施策等                           ６．４億円（６．８億円） 

若年性認知症に関する相談から医療・福祉・就労の総合的な支援を実施するた

めの取組等を推進する。 

 

③認知症研究の推進                              ６．８億円（６．８億円） 

認知症をきたす疾患それぞれの病態解明や行動・心理症状（BPSD）等を起こす

メカニズムの解明を通じて、予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、

介護モデル等の研究開発を推進する。 

 

④認知症のケア・権利擁護に関わる人材の育成と介護サービス基盤の整備 

地域医療介護総合確保基金（介護分）の実施（社会保障の充実）【新規】の内数（再掲・

４２ページ参照） 

 

（４）地域での介護基盤の整備【一部新規】（一部社会保障の充実）                                        

４３２億円（３４億円） 

①地域支え合いセンター等の整備                       ９．６億円（３４億円） 

地域包括ケアシステムの実現に向け、高齢者が住み慣れた地域での在宅生活を継

続することができるよう、地域支え合いセンター等の整備に必要な経費について支

援を行う。 

 

②地域密着型サービスの施設整備等【新規】（社会保障の充実）（再掲・４２ページ参照） 

                                                   ４２３億円 

地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービスの施設整備に必要な経費

や、介護施設（広域型を含む）の開設準備等に必要な経費、特養多床室のプライバ

シー保護のための改修など介護サービスの改善を図るための改修等に必要な経費に

ついて、地域医療介護総合確保基金により、支援を行う。 
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（５）介護・医療関連情報の「見える化」の推進           １．９億円（４億円） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、全国・都道府県・市町村・日常生活圏域別

の特徴や課題、取組等を市町村等が客観的かつ容易に把握できるよう、介護・医療関

連情報の共有（「見える化」）のためのシステム構築等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

（６）低所得の高齢者等の住まい・生活支援の推進      １．１億円（１．２億円） 

自立した生活を送ることが困難な低所得の高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮

らせるよう、社会福祉法人等が実施する空家等を活用した住まいの確保や、見守り・

日常的な生活相談等の取組等に関する支援を行う。 

 

（７）生涯現役社会の実現に向けた環境整備            ３１億円（３１億円） 

生涯現役社会を実現し、企業退職高齢者などが地域社会の中で役割を持って生活で

きるよう、一定の収入を得ながら自らの生きがいや健康づくりにも繋がり、介護予防

や生活支援のモデルとなる有償ボランティア活動などの立ち上げや、老人クラブ活動

への支援等を行う。 

 

（８）福祉用具・介護ロボットの実用化の支援          ８２百万円（８３百万円） 

福祉用具や介護ロボットの実用化を支援するため、介護現場における機器の有効性

の評価手法の確立、介護現場と開発現場のマッチング支援によるモニター調査の円滑

な実施等を推進する。 

 

（９）介護保険制度改正に伴うシステム改修             ４４億円（４０億円） 

   平成 27年度介護保険制度改正及び介護報酬改定に伴い、介護給付審査支払事務を引

き続き円滑に行えるよう、保険者等のシステムのプログラム修正を支援する。 

 

 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 介護・医療関連情報の「見える化」の推進                            ２．１億円 

介護・医療関連情報の共有（「見える化」）を進めるため、早急に自治体が利用でき

るよう、システム構築等を推進する。 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 介護施設等の防災対策の推進                    ５１億円 

介護施設等における防災対策を推進するため、自力で避難することが困難な方が多く

入所する介護施設等におけるスプリンクラー等の設置及び耐震化に要する費用に対し

て補助を行う。 
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（１０）適切な介護サービス提供に向けた取組の支援【一部新規】 

                                        ６７億円（７４億円） 

平成 27年度介護保険制度改正に適切に対応するため、生活支援コーディネーター

（地域支え合い推進員）の養成のための指導者に対し、国レベルの研修を実施すると

ともに、介護キャリア段位制度の普及促進及び事業の適正化を図るほか、適切な介護

サービス提供に向けた取組の支援を行う。 

 

（１１）高齢化対策に関する国際貢献の推進【一部新規】 （一部後掲・８７ページ参

照）                                ２８百万円（２９百万円） 

アクティブ･エイジング（※）の推進に向け、日本の知見・経験を踏まえつつ、アジ

ア諸国との政策対話を行う。 

また、高齢化政策に関して、関係国において政策協議及び具体的事例の共有の場を

設け、三角協力（※）の可能性を含む具体的な国際協力の促進を図る。 
※アクティブ・エイジング：人が年齢を重ねるにつれて、健康、社会参加、社会保障を最大限生

かして、生活の質を高めていく取組のこと（2002年WHO「Active 

Ageing: A Policy Framework」より）。 

※三角協力：先進国と途上国が連携して、他の途上国の開発を支援すること。 
 

 

 

 

 

 

 

（１）医療分野の研究開発の促進等                ４７４億円（４７６億円） 

世界最高水準の医療の提供に必要な医療分野の研究開発について、基礎から実用化

まで一貫して推進し、その成果を円滑に実用化する。 

 

 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 介護報酬改定等に伴うシステム改修                  ４０億円 

平成 27年４月以降に施行の一定以上所得者の利用者負担の見直し、介護予防給付の見

直し及び介護報酬改定等に伴うシステム改修を早期に実施し、施行に向けた体制の整備

を円滑に進める。 

 

５ 革新的医薬品・医療機器の創出、世界最先端の医療の実現など 

     ９９４億円（１，０２２億円） 
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①医薬品創出（オールジャパンでの医薬品創出）               ６７億円（６７億円） 

創薬支援ネットワークを活用した創薬支援の推進及び効率化に取り組むほか、官

民共同による医薬品開発促進プログラム等を推進し、医薬品開発のボトルネックの

解消を図る。 

また、既存薬の新たな治療効果のエビデンス構築により希少疾病用医薬品を開発

する研究や漢方製剤に用いる薬用植物等に関する研究を支援する。 

 

②医療機器開発（オールジャパンでの医療機器開発）              ２４億円（２２億円） 

医療現場が医療機器メーカーと協力して臨床研究及び治験を実施する仕組みを整

備し、ニーズとシーズの適切なマッチングを図る。また、日本発の革新的な医療機

器の開発を推進する。 

 

③革新的な医療技術創出拠点（革新的医療技術創出拠点プロジェクト） １７億円（１７億円） 

早期・探索的臨床試験拠点や臨床研究品質確保体制整備病院等における国際水準

の質の高い臨床研究や治験を進める。 

 

④再生医療（再生医療の実現化ハイウェイ構想）               ２８億円（３０億円） 

臨床段階へと移行した研究課題について、切れ目なく支援を行うほか、iPS 細胞

の分化傾向の評価手法を開発し、iPS細胞を用いた再生医療等製品の開発を促進する。 

 

⑤オーダーメイド・ゲノム医療（疾病克服に向けたゲノム医療実現化プロジェクト） １．５億円 

ゲノム医療実現に不可避な倫理的・法的・社会的課題を含む具体的課題の解決に

向けた研究を推進する。 

 

⑥がん（ジャパン・キャンサーリサーチ・プロジェクト）             ８７億円（８７億円） 

基礎研究の有望な成果を厳選し、実用化に向けた医薬品、医療機器を開発する研

究を推進し、臨床研究及び治験へ導出する。また、臨床研究及び治験で得られた臨

床データ等を基礎研究等に還元し、医薬品、医療機器の開発をはじめとするがん医

療の実用化を「がん研究 10か年戦略」に基づいて加速する。 

 

⑦精神・神経疾患（脳とこころの健康大国実現プロジェクト）          １０億円（９億円） 

認知症の克服に向けて、病態の解明、予防法・革新的な診断技術・有効な治療法

の開発・確立を目指す。また、精神疾患についても脳画像研究、バイオマーカー開

発等を推進し、診断・治療のさらなる質の向上と標準化を目指す。 
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⑧新興・再興感染症（新興・再興感染症制御プロジェクト）          ２２億円（１８億円） 

インフルエンザ、結核、動物由来感染症、薬剤耐性菌、HTLV-1（ヒトＴ細胞白血

病ウイルス１型）など、国内外の様々な病原体に関する疫学的調査及び基盤的研究

並びに予防接種の有効性及び安全性の向上に資する研究を実施し、感染症対策並び

に診断薬、治療薬及びワクチン開発を一体的に推進する。 

 

⑨難病（難病克服プロジェクト）                          ８６億円（８３億円） 

希少・難治性疾患（難病）の克服を目指し、疾患の病因や病態解明、医薬品・医

療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断法や治療法及び予防法の開発を目指

す研究を推進する。また、疾患特異的 iPS 細胞を用いて疾患の発症原因の解明、創

薬研究や予防・治療法の開発等を推進する。 

 

⑩厚生労働科学に係る医療分野の研究開発（①～⑨以外）        ８１億円（８２億円） 

国民の健康に大きく影響する糖尿病等の生活習慣病、脳卒中を含む循環器疾患、

次世代を担う小児・周産期の疾患、不妊症、新規患者数が増加している HIV 感染／

エイズ、国内最大の感染症である肝炎、長期にわたり生活の質（QOL）を低下させる

免疫・アレルギー疾患、慢性の痛みを呈する疾患、高齢者及び障害者（障害児を含

む。）における身体機能の低下や喪失、女性に特有の健康課題、生活習慣病との関連

の可能性が高い口腔の疾患等の多岐にわたる疾患に対し、国際的視点も踏まえ、新

たな予防・診断・治療方法及び医薬品・医療機器等の開発を推進する。また、統合

医療について、安全性・有効性に関する知見を収集し、その評価手法を確立するた

めの研究等を推進する。 

 

（２）臨床研究体制の強化・再生医療の実用化の促進       ３０億円（４２億円） 

①革新的な医薬品等の実用化に向けた質の高い臨床研究の推進等【一部新規】（一部再

掲）                                                     ２８億円（４０億円） 

革新的な医薬品等を実用化するための研究を推進するとともに、他の医療機関に

対する研究支援体制を整備し、医薬品等の実用化に繋がるシーズ数の増加や実用化

までのスピードアップを図るため、引き続き臨床研究体制の強化を行う。 

日本の豊富な基礎研究の成果から革新的な医薬品・医療機器を創出するため、医

療法に基づく臨床研究中核病院における臨床研究の安全性の確保を図るとともに、

他施設に対する支援体制を構築する。 

さらに、質の高い臨床研究を実施できる人材を育成するため、臨床研究コーディ

ネーターやデータマネージャー等の研修を実施する。 
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②再生医療の安全性確保等に向けた取組                 １．５億円（１．５億円） 

再生医療等安全性確保法に基づき、再生医療等の安全性を十分に確保しつつ実用

化を促進するため、再生医療等提供計画の審査や細胞培養加工施設の調査に必要な

体制等を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）厚生労働行政施策の推進に資する研究の促進        ７２億円（７４億円）  

厚生労働行政の各分野の適切な施策立案のための科学的知見の収集・確立に関する

研究を推進する。 

国際協力のための事業と密接な関係のある地球規模の保健課題、効率的かつ効果的

な医療提供体制の構築に取り組むとともに、食品の安全確保、労働者の安全と健康の確

保、化学物質による健康被害対策、さらには地域における健康危機管理、テロ対策、水

の安全確保、生活環境における安全対策等の国民の安全確保に必要な研究を推進する。 

 

（４）研究機関における研究開発の促進             ４２９億円（４５５億円） 

①国立高度専門医療研究センターにおける治験・臨床研究の推進【新規】     ４．９億円 

医療分野の研究開発成果の実用化に向けて、国立高度専門医療研究センターを疾

患群ごとの症例を集積した治験・臨床研究ネットワークの拠点に位置づけ、企業等

のニーズを積極的に把握し、一元的に治験・臨床研究を管理することで企業等の負

担を軽減し、治験・臨床研究を推進する仕組みを構築する。 
 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 再生医療の実用化を促進するための研究拠点整備                    ２．９億円 

再生医療の実用化を促進するため、再生医療の提供機関間の連携を図り、研究成果を

集約する拠点として、｢再生医療実用化研究実施拠点｣を整備する。 

 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 臨床研究の推進のための医療機器等の整備                     ８．３億円 

世界に先駆けた革新的な医薬品・医療機器を創出するため、臨床研究品質確保体制

整備病院及び早期・探索的臨床試験拠点に十分な設備等を整備する。 

 

○ 臨床効果データベースの整備                               ２．２億円 

日々の診療行為及びアウトカムデータ（診療行為の効果）を一元的に蓄積・分析・

活用するための情報基盤を整備する関係学会等の取組を支援する。 
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②医薬基盤・健康・栄養研究所の創設等【一部新規】           １７２億円（２０１億円） 

医薬品及び医療機器等の開発に資することとなる共通的な研究を通じて、医薬品

等技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、国民の健康・栄養に関する調査・

研究を通じて国民保健の向上に資することを目的とした医薬基盤・健康・栄養研究

所を創設する等により研究機関の研究開発を促進する。 
 

 

 

 

 

 

（５）革新的医薬品・医療機器の実用化支援等         ３．６億円（３．５億円） 

①革新的な製品の実用化を促進するための審査・安全対策の充実・強化【一部新規】                                          

３．６億円（３．５億円） 

 

ア 希少疾病用医薬品等の開発・実用化の促進           ５１百万円（９１百万円） 

希少疾病用医薬品等の開発・審査の迅速化や高度化を図るためのデータベース

を整備する。 

 

イ 医療機器の特性を踏まえた制度の構築【一部新規】      ３２百万円（２７百万円） 

中小企業やベンチャー企業が革新的な医療機器を開発する場合の（独）医薬品

医療機器総合機構（PMDA）への相談手数料及び申請手数料を減免する。 

また、平成 26年 11月からの医薬品医療機器等法の施行に伴い、「軽微変更届出」

の届出件数の増加が見込まれることから、当該届出の確認業務等に必要な人員の増

員を図る。 

 

ウ 安全対策の強化【一部新規】                      ２．７億円（２．４億円） 

市販後安全対策の充実を図るため、電子カルテ等の大規模医療情報の蓄積・分

析を行う医療情報データベースシステムの試行運用、データの整理及び利活用体制

の整備を推進する。 

 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 治験・臨床研究推進事業等の実施                            １５億円 

特に症例が集積しづらい疾患などについて、国立高度専門医療研究センターが一元

的に患者情報を収集することによって治験等にかかる企業等の費用及び時間的負担を

削減し、我が国発の治療薬開発を加速化させるための設備等を整備する。 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 創薬支援スクリーニングセンターの設備整備                     ４．５億円 

創薬支援スクリーニングセンターを強化し、革新的な医薬品の研究開発を加速化す

るための設備の整備を行う。 
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※革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品の実用化を促進するため、市販後

の品質確保や安全対策に留意しつつ、医薬品・医療機器の審査ラグ「０」の実

現に向け、上記各事業の実施に必要な（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）

の体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）医療関連産業の活性化等                     ７４億円（７２億円） 

①新たな医薬品・医療機器の開発の促進                    ６８億円（６８億円） 

ア 医薬品創出（オールジャパンでの医薬品創出）（再掲・４８ページ参照） 

６７億円（６７億円） 

 

イ 世界に通じる国産医療機器創出のための支援体制の整備（再掲） 

７２百万円（６４百万円） 

医療機器の研究開発の経験が豊富な医療機関で、医療機器を開発する企業の人

材を受け入れ、市場性を見据えた製品設計の方法に関する研修等を実施することに

より、開発人材の育成や国内外の医療ニーズを満たす開発を推進する。 

 

ウ 医薬品・医療機器の実用化に向けた取組の推進【新規】             ９百万円 

保険適用希望書提出の窓口となる職員を地方に定期的に派遣し、医薬品・医療

機器開発企業や研究機関を対象として保険適用に関する相談会を現地で開催する。 

 

②医療の国際展開                                   ６億円（３．５億円） 

ア 医療の国際展開の推進【一部新規】                   ４．１億円（１億円） 

医療・保健分野における協力覚書を結んだ 10箇国を中心として、医師・看護師

等の人材育成や公的医療保険制度の整備を支援するため、我が国の医療政策等に関

する有識者や医師等医療従事者の諸外国への派遣、諸外国からの研修生の受入れを

（独）国立国際医療研究センターを拠点として実施する。 

また、日本で承認された医薬品・医療機器の諸外国での許認可を迅速化・簡素

化するため、海外展開している日系企業及び当該国での課題等の把握並びに保健省

等との協議・交渉を行う。 

 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 再生医療等製品患者登録システムの構築                      ５６百万円 

再生医療等製品の市販後フォローアップ体制の確立及び市販後安全対策の確立によ

る再生医療等製品の実用化の推進のため、再生医療等製品を使用した患者の登録システ

ムを構築する。 
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イ 外国人患者の受入れ体制の充実                     １．４億円（１．６億円） 

外国人が安心・安全に日本の医療サービスを受けられるよう、医療通訳等が配

置されたモデル拠点の整備、外国人患者受入れ医療機関認証制度の周知を図るなど、

外国人患者受入体制の充実を図る。 

 

ウ 国際機関を通じた医療関連産業等の海外進出（一部後掲・８７ページ参照）                                          

    ５４百万円（９３百万円） 

国際機関を通じて、新興国・途上国が最低限備えるべき医療機器リストの策定

等を支援し、海外の公衆衛生の向上等の国際貢献を図るとともに、日系企業の海外

進出を支援する。 

 

（７）最先端医療技術の迅速・適切な評価の推進【一部新規】 

１．５億円（１．１億円） 

患者申出療養（仮称）の創設等、保険外併用療養における新たな展開に対応するた

め、患者のニーズや海外での評価状況に関する調査等を行う。 
さらに、医療保険制度への医療技術の費用対効果評価の試行的導入に向けた指標開

発等に関する調査等を行う。 
 
 
（８）後発医薬品の使用促進【一部新規】（一部後掲・５４ページ参照） 

                 ５．８億円（５．６億円） 

患者や医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、品質・安定

供給の確保、情報提供の充実や普及啓発等による環境整備に関する事業、「後発医薬品

のさらなる使用促進のためのロードマップ」のモニタリング等を引き続き実施する。 

また、医療関係者が後発医薬品を選定する際に必要な後発医薬品メーカーの安定供

給体制や情報提供体制等に関する情報を収集する業務について支援する仕組みを構築

する。 

 

 
 

 

 

（１）予防・健康管理の推進                        ７３億円（６０億円） 

①データヘルス（医療保険者によるデータ分析に基づく保健事業）の効果的な実施の推進                               

１４億円（１３億円） 

ア レセプト・健診情報等の分析に基づいた保健事業等の推進【一部新規】    

 ６．６億円（６．９億円） 

医療保険者が PDCAサイクルに沿った効率的・効果的な保健事業の実施を推進す

６ 予防・健康管理の推進等             ７８億円（６１億円） 
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るため、医療保険者において策定した「データヘルス計画」及び計画に基づく事業

の実施結果について、評価・分析等を行う。 

また、データヘルス計画を策定した医療保険者が実施している先進的な保健事

業のうち、特に効果がある事業について横展開を図る。 

 

イ 保険者協議会における保健事業の効果的な実施への支援  ９４百万円（９４百万円） 

都道府県単位で医療保険者が共通認識を持ち、健康づくりの推進等を図るため、

平成 27 年４月から法定化される保険者協議会において、各医療保険者におけるデ

ータヘルス事業の底上げや、都道府県内医療費分析等の役割を推進するための支援

等を行う。 

 

ウ 歯科口腔保健の推進【一部新規】                   ６．２億円（４．９億円） 

歯科口腔保健の推進の観点から、医療保険者が実施する歯科口腔保健事業の効

果的な実施方法及び好事例の普及・啓発や、後期高齢者医療広域連合が実施する高

齢者の特性を踏まえた歯科健診の実施等について支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②先進事業等の好事例の横展開等                     ７．６億円（５．７億円） 

ア 糖尿病性腎症の重症化予防の取組への支援           ２．７億円（２．２億円） 

糖尿病性腎症の患者であって、生活習慣の改善により重症化の予防が期待される

者に対して、医療保険者が医療機関と連携した保健指導を実施する好事例の横展開

を進める。 

 
イ 宿泊型新保健指導プログラム（仮称）の普及促進【新規】             ６４百万円 

糖尿病が疑われる者等を対象として、いわゆるメタボの改善等を図るため、健

康増進施設やホテル・旅館などの宿泊施設等を活用した新たな保健指導プログラム

を開発し、試行事業等を行うことにより、糖尿病等の発症予防や生活習慣病予防を

支援し、健康寿命の延伸を図る。 

 

ウ 後期高齢者医療広域連合における後発医薬品の使用促進への支援（一部再掲・５３

ページ参照）                                 ２．４億円（２．３億円） 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 予防・健康づくりに向けたインセンティブの取組への支援                ３億円 

医療保険者、企業、地方自治体等での個人の健康づくりを促す仕組（インセンティ

ブ）を促進するため、先進的な取組等の紹介や、各医療保険者と企業等とのマッチング

を行う機会の提供、医療保険者のデータヘルスの取組を支援するポータルサイトの開設

を行う。 
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後期高齢者医療広域連合が実施する後発医薬品差額通知の送付等、後発医薬品の

使用促進を図るための取組への支援を行う。 

 

エ 重複・頻回受診者等に対する取組への支援            １．９億円（１．２億円） 

レセプト等情報により選定した重複・頻回受診者等に対して、保健師等による訪

問指導を実施することにより、適正受診の促進を図る。また、重複・多量投薬者等

に対して、地域薬剤師会の協力を得て、薬剤師等による訪問指導及びその結果を処

方医、薬局へのフィードバックを行うことにより、医薬品の適正使用の推進を図る。 

 

③薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点の推進【一部新規】        ２．２億円（２．４億円） 

セルフメディケーション推進のため、薬局・薬剤師を活用した健康情報の拠点（健

康ナビステーション（仮称））の整備や在宅医療に関するモデル事業を実施するとと

もに、当該拠点の基準の作成等を行う。 

 

④介護・医療関連情報の「見える化」の推進（再掲・４６ページ参照）   １．９億円（４億円） 

 
 

⑤認知症高齢者等にやさしい地域づくりのための施策の推進【一部新規】（一部社会保障の

推進）（再掲・４４ページ参照）                           ４８億円（３６億円） 

 

（２）医療情報の電子化・利活用の促進             ４．８億円（５０百万円） 

①NDB データの活用の促進等【新規】                           ２．４億円 

レセプト情報・特定健診等情報を収集するためのソフトウェアの改修を行い、収

集した情報の質の向上を図ることにより正確な分析の実現を目指す。また、レセプ

トから得られる医療に関する情報について、地域別等に集計した「NDB（※）白書（仮

称）」にとりまとめて公表することで、レセプトから得られる情報に対する国民の理

解を深めるとともに、レセプト情報の利活用を促進する。 

※ NDB：国が保有するレセプト情報、特定健診情報及び特定保健指導情報のデータベース。 

 

 

 

 

 

 

 

②DPC データの活用の促進等                          １．３億円(５０百万円） 

DPCデータ（※）の一元管理及び利活用に向けたデータベースの構築を行う。 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 医療データ収集システム機器の更改                           １７億円 

医療保険制度の適切な運営を確保するため、耐用年数を超えたシステム機器の更改

を行う。 
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※DPCデータ：急性期入院医療を担う医療機関から提出され、診療報酬改定に活用される臨床

情報と診療行為のデータ。 

 

③医療保険分野における番号制度の利活用に関する調査研究事業【新規】    １．１億円 

医療保険分野における番号制度の利活用に向け、保険者、保険医療機関及び審査

支払機関等におけるシステム改修等に係る技術的課題や費用対効果等について調査

研究を行う。 

（参考）【平成 26年度補正予算案】 
○ 電子カルテデータ標準化等のための IT 基盤の構築                  １３億円                           

ICT を活用した地域医療連携の更なる推進を図るため、（独）国立病院機構において

電子カルテ情報の標準化等を行う。 

 

－56－


